
輪島市教育振興基本計画
(平成 28 年度～平成 32 年度)

（案） 

平 成 2 8 年 月 

輪 島 市 

輪島市教育委員会



１ 計画の策定の趣旨 

平成 18 年 12 月に教育基本法が改正され、国においては、教育の

振興のための施策に関する基本的な計画を定めることが義務付けら

れました。また、地方公共団体においても地域の実情に応じて同計

画を定めるよう努めることとされました。  

このことを受け、本市においては、平成 23 年 8 月に、特に児童生

徒の学力向上を目指し、学校教育分野に限定した「輪島市学校教育

振興基本計画」を策定し、施策の実施に取り組んできたところです。  

そして、今般、「輪島市教育振興基本計画」を策定しました。

この計画は、「輪島市学校教育振興基本計画」に基づく施策を含め、

これまで本市が取り組んできた教育全般にわたる施策の実施状況を

踏まえ、本市の将来を見据えた新たな計画となります。  

また、この計画は、「輪島市教育大綱」の各論として位置付け、施

策・取組を定めています。

具体的には、次のとおりです。  

「輪島市教育大綱」では、理念・目標・方針を定めています。そ

の理念の実現を目指し、段階的な目標を達成するために、方針に従

い教育活動を行うこととしています。一方、この計画では、その教

育活動を体系化した施策とその施策ごとの取組をそれぞれ定めてい

ます。  

２ 計画の位置付け 

この計画の位置付けは、次のとおりです。

・ 教育基本法第 17 条第 2 項の規定に基づき策定した教育振興

基本計画

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項

の規定に基づき策定した「輪島市教育大綱」の各論

Ⅰ 計画の策定について
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３ 計画の期間 

計画の期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間としま

す。  
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《基本目標Ⅰ》 学校教育の充実

基本方針１ 確かな学力の育成

児童生徒が基礎的・基本的な知識や技能を習得し、これらを活用し

て課題を解決するために必要な「思考力・判断力・表現力」を育むと

ともに、主体的に学習に取り組む態度を養う教育を推進します。  

【主要施策】(1)学力の定着と向上  

  基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図り、多様な活動を通

して「思考力・判断力・表現力」を養い、わかる喜びと学ぶ楽しさを

実感できる教育を展開します。  

① 言語活動の充実

知識・技能を習得することや、これらを活用して課題を解決するた

めに思考し、判断し、表現することもすべて言語によって行われるこ

とから、その言語に関する能力を高めるための学習活動を実施します。 

② 学習意欲の向上と主体的な 学習態度 学習習慣の養成

多様な考えを導き出す課題設定の工夫や ICT(※ 1)の効果的な活用な

どによる「深まりのある授業」「わかる授業」を通して、児童生徒の学

習意欲を高めるとともに、児童生徒自らが「家庭学習」を行うなど主

体的に学ぼうとすること (アクティブラーニング (※ 2))を促進するため

の教育 (アクティブラーニング )を推進します。  

(※ 1)ICT(Information Communication Technology 別名：情報通信技術 ) 

コンピュータやネットワークに関する諸分野における技術・産業・設

備・サービスなどの総称  

(※ 2)アクティブラーニング  

 児童生徒が自ら課題の発見と解決に向けて主体的に学習することをい
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います。  

本市では、児童生徒が主体的に学習して得た自らの考えについて、他者

との関わりの中で、理解を深めるとともに洗練し、課題解決に向かう過程

を重視します。  

数値  

目標  

内  容  
実績値  

(平成 27 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全 小 学 校 の 全 児 童 数 に 占

める、1 年間に 各学校が設定

した「家庭学習目標時間」に

到達した児童数の割合  

－  

60％  
90 70％以上  

全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、1 年間に 各学校が設定

した「家庭学習目標時間」に

到達した生徒数の割合  

－  

60％  
90 70％以上  

③ 外国語教育の充実

小中高等学校を通じてコミュニケーション能力を育成することが求

められていることから、外国語を実際に使用する場面を十分に確保し

ながら言語の運用能力を高め、国際交流の促進につながる授業づくり

を行うなど、外国語教育の充実を図ります。  

数値  

目標  

内  容  
実績値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全中学校の全生徒数に占め

る、「英検 3 級」を取得した生

徒数の割合  

26.8％  50％以上  

④ 小中高が連携した教育の推進

9 年間・12 年間を見通した系統的・継続的な学習指導を行うことで、

児童生徒の学習意欲と学習習慣の養成に努めるとともに、生徒指導に

関する共通理解・共通実践により、学習規律の確立を目指します。  

また、系統的道徳教育、キャリア教育、人間関係づくりを目的とし

た交流活動等を通して児童生徒の豊かな心の育成を目指します。  

これらにより、中 1 ギャップ (※ 1)や高 1プロブレム クライシス (※

2)の解消に努めます。
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(※ 1)中 1 ギャップ  

小学校から中学校への進学において、中学校における学習や生活の変

化に適応できずに、不登校やいじめにつながる問題  

(※ 2)高 1 プロブレム クライシス  

人間関係の変化、通学距離、学校別の学力差などにより発生するリス

クとそれにまつわるプレッシャーなどが、生徒の負担となること

⑤ 学力調査の活用

「全国学力・学習状況調査」(※ )等の結果分析と課題把握に基づいた

指導方法の工夫改善を図る検証・改善サイクルの確立により、児童生

徒の学力の確実な定着と向上に向けた取組の一層の充実を図ります。  

(※ )全国学力・学習状況調査  

 児童生徒の学習到達度・理解度等を把握し検証するため、文部科学省

が平成 19 年度から毎年実施している調査。調査対象は、小学校第 6 学年

と中学校第 3 学年。調査内容は、「教科 (国語、算数･数学、理科 )に関す

る調査」と「生活習慣や学習環境等に関するアンケート調査」  

数値  

目標  

内  容  

実績値  

[P：ポイント ] 

(平成 27 年度 ) 

実績値  

[P：ポイント ] 

(平成 32 年度 ) 

全小学校数に占める、

「全国学力・学習状況調査」

の 各 教 科 に お け る 石 川 県 の

平 均 正 答 率 を 上 回 っ た 小 学

校数の割合  

【小学校】  

「 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調

査」の各教科における石川県

の 平 均 正 答 率 と 輪 島 市 の 平

均正答率の差  

国語 A 50％  

国語 B 40％  

算数 A 60％  

算数 B 50％  

国語 A -3.5P

国語 B -3.2P 

算数 A -1.2P

算数 B -4.1P 

全教科

100％  

各教科  0P 

以上  

全中学校数に占める、

「全国学力・学習状況調査」

の 各 教 科 に お け る 石 川 県 の

平 均 正 答 率 を 上 回 っ た 中 学

校数の割合  

【中学校】  

「 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調

国語 A 67％  

国語 B 33％  

数学 A 67％  

数学 B 33％  

国語 A -0.1P 

国語 B +0.2P 

数学 A -3.3P

全教科

100％  

各教科  0P 

以上  
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査」の各教科における石川県

の 平 均 正 答 率 と 輪 島 市 の 平

均正答率の差  

数学 B -2.7P 

⑥ 指導体制の充実

教科によって、児童生徒の到達度 (達成度 )や興味・関心に違いが生

じる場合においては、児童生徒一人一人の理解や技能の状況に合った

効果的な指導 (個に応じたきめ細かな指導 )が必要です。こうしたこと

から、その一人一人に指導が一層行きわたるようにするため、習熟の

程度に応じた指導、数名の教師がチームをつくり指導するチームティ

ーチング、合同授業、交換授業、専科による指導等を実施します。  

⑦ 情報教育の推進 教育の情報化の推進

情報社会はますます進展しつつあり、児童生徒の成長にとって欠か

せないものになってきていることから、身の回りにある情報を、収集・

整理・処理・分析・判断し、自らが情報を創造して発信すること (情報

活用能力 )を育むための指導を実施します 。 学習内容への興味・関心

を高めたり、学習内容を分かりやすく提示したりするため、教員が ICT

を効果的に活用できるよう研修を実施します。  

数値  

目標  

内  容  
実績値  

(平成 27 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全 小 中 学 校 に お け る 全 教

員数に占める、授業中に ICT

を 活 用 し て 指 導 す る こ と が

できる教員数の割合  

－  

80％  
100％  

【主要施策】(2)教職員の資質能力の向上  

  教職員一人一人の資質能力を効果的に高めるための研修を実施する

とともに、教職員が自主的・主体的に研修に取り組めるよう支援しま

す。  
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① 教職員研修の充実

教職員には、教科等に関する専門的知識や広く豊かな教養、そして

これらを基盤とした実践的指導力が必要です。こうした資質能力の向

上を図るため、校長会・教頭研修会、講師を招聘しての教育講演会、

研究主任の力量を高めるための研究主任連絡会や学校研究発表会、若

手教員の育成を目的とした初任者研修「地域理解講座」等を実施しま

す。  

【主要施策】(3)特別なニーズに対応した教育の推進  

  特別な支援を必要とする児童生徒一人一人の自立と社会参加を支え

る特別支援教育を推進します。  

① 特別支援教育支援員の配置

発達障がいを含む障がいのある児童生徒の一人一人の教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服す

るため、必要な支援を行う特別支援教育支援員を配置します。  

② 特別支援学級・通級指導教室の充実

障がいがあることにより、通常の学級における指導だけでは自身の

能力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒については、一人一人の障

がいの種類・程度に応じ、「特別支援学級」や「通級指導教室」におい

て適切な指導を実施します。  
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基本方針２ 豊かな心の育成

一人一人の児童生徒に「生命や自然を大切にする心」、「他者を思い

やる心」、「感動する心」、「規範意識」等の豊かな心を育む「心の教育」

を充実します。  

【主要施策】(1)豊かな心を育む教育の推進  

  児童生徒一人一人に、互いに尊重し合う心や思いやりの心、善悪を

判断する力や社会のルールを身に付けるなど、豊かな人間関係を築く

くことができる力を育みます。  

① 道徳教育の充実

児童生徒が、他者や社会、自然との関わりの中で「生きる」という

実感や達成感を深めることが健全な成長につながることから、社会奉

仕活動や自然体験活動など、発達の段階に応じ様々な体験活動の充実

を図るとともに、家庭・地域との連携を通して、人間としての心の基

本である道徳的価値を身に付けるよう、道徳教育を充実します。  

② 人権教育・福祉教育の推進

児童生徒の人権尊重の意識を高め、身の回りの様々な人権侵害や差

別の問題を正しく理解し、一人一人を大切にする教育を推進します。 

また、児童生徒が、地域において高齢者や障がい者との交流、ボラ

ンティア活動を通じて、自ら考え、行動する力を育む福祉教育を推進

します。  

③ 社会に学ぶキャリア教育の推進

児童生徒が将来の夢や希望、職業を思い描き、自分にふさわしい職

業や仕事への関心・意欲を高め、目的をもって主体的に自己の進路を

選択する力を身に付け、学習への動機付けとするため、キャリア教育

を推進します。  

また、ふるさとに誇りを持ち、広い視野に立って、本市に貢献でき
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る人材を育成するために、職業人 (職人 )講話を積極的に進めます。  

 

 

  ④  郷土の伝統文化に親しむ教育の推進  

    特別活動 等 や「ふるさと学習」をはじめとした様々な授業を通して、

児童生徒が郷土の伝統文化に親しみ、郷土に対する理解や郷土を愛す

る心を育む教育を推進します。  

 

 

 

【主要施策】(2)読書環境の充実と読書活動の推進  

 

  「輪島市子ども読書活動推進計画」に基づき、児童生徒一人一人が

本と出会い、生涯にわたって自ら読書を楽しむとともに、学び続ける

ことができる環境づくりを進めます。  

 

 

①  学校図書館の充実・利用促進に向けた図書館司書等の配置  

学校図書館は、児童生徒に豊かな人間性を育み、自ら考える力など

を培う重要な役割を果たす施設です。こうしたことから、本の読み聞

かせや図書室の環境整備などを行う図書館司書・司書補を配置し、市

立図書館・町野分館・市立門前図書館と連携しながら、児童生徒の主

体的、意欲的な学習活動や読書活動を促進します。  

また、児童生徒が生涯にわたって読書に親しみ、学び続ける力を育

むため、その利用促進を図ります。  

数値  

目標  

内  容  
実績値  

(平成 27 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全 小 学 校 に お け る 高 学 年

の全児童数に占める、 1 か月

の平均読書冊数が 2 冊以上で

ある高学年の児童数の割合  

－  

80％  
80％以上  

全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、 1 か月の平均読書冊数

が 2 冊以上である生徒数の割

合  

－  

70％  
80％以上  
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② 学校図書館図書購入の充実

学校図書館においては、児童生徒が学習を進めるために必要な多様

な教材や資料を準備しておく必要があることから、それらの充実に努

めます。  

数値  

目標  

内  容  
実績値  

(平成 27 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全 小 学 校 に お け る 高

学年の全児童数に占める、 1

か月の平均読書冊数が 2 冊以

上 で あ る 高 学 年 の 児 童 数 の

割合  

－  80％以上  

全 中 学 校 の 全 生 徒 数

に占める、 1 か月の平均読書

冊数が 2 冊以上である生徒数

の割合  

－  80％以上  

【主要施策】(3)情報モラル教育の推進  

インターネット上における様々な情報を利用する上でのルールやマ

ナーを身に付けること、犯罪から身を守ることなど、児童生徒の発達

段階に応じて、その考え方や態度を育みます。

① 情報モラル教育の充実

パソコンや携帯電話等を通じたインターネットの利用が急速に普及

し、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・有害情報

等の問題が発生していることから、学校、家庭、地域及び関係機関と

連携しながら、情報教育の一環である情報モラル教育を充実します。  

数値  

目標  
内  容  

実績値  

(平成 27 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

全 小 学 校 に お け る 高 学 年

の全児童数に占める、21 時以

降は 携帯電話 パソコンや携

帯 電 話 等 を 保 護 者 に 預 け る

高学年の児童数の割合  

－  80％以上  
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全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、 21 時以降携は 携帯電

話 パソコンや携帯電話等を

保 護 者 に 預 け る 生 徒 数 の 割

合  

－  80％以上  

 

 

 

【主要施策】(4)個に応じた教育支援の充実  

 

  児童生徒のいじめ・不登校等の問題について、その未然防止と早期

対応に向けた相談体制の一層の充実とともに、家庭・地域との連携強

化に取り組みます。  

 

 

①  スクールカウンセラー等の配置  

いじめや不登校等の問題の未然防止、早期対応のために、学校にス

クールカウンセラー (※ )等を派遣し、生徒指導における相談体制の充

実を推進します。 

(※ )スクールカウンセラー  

心の専門家として、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験

を有する者  

 

 

②  教育支援センターの充実  

不登校やひきこもり等に対応するため、教育支援センター (輪島市教

育研究所内の「あゆみ」)に教育相談員を配置し、訪問や電話による相

談、学習指導等を進め、教育支援センターの機能充実を図ります。  

 

 

③  教育相談・支援体制の充実  

いじめや不登校、暴力行為等の生徒指導上の諸問題に対応するため、

輪島市教育研究所を中心として、学校と保護者、関係機関等との連携

を進めることで相談、支援体制の充実を図ります。  
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基本方針３ 健やかな体の育成

児童生徒が、発達段階に応じて健康で安全な生活を送ることができ

るよう、体力・運動能力の向上や食習慣をはじめとする生活習慣の改

善を図ります。  

【主要施策】(1)児童生徒の体力の向上  

  体育科の授業や運動部などの活動を支援し、児童生徒の心身の発達

と体力の向上を図ります。  

① 学校体育及び部活動への支援

小中学校における体育授業等に専門の指導者等を派遣し、運動の楽

しさを伝えることにより、生涯にわたり積極的にスポーツに取り組む

児童生徒の育成を図ります。  

また、学校部活動へも指導者等の派遣を行い、知識と技術の向上を

図り、レベルの高いスポーツ選手の育成に努めます。  

数値  

目標  

内  容  
基準値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

スポーツ指導回数

スポーツ専門職員の派遣回数
300 回  500 回  

② スポーツ大会の支援及び実施

競技技術の向上とスポーツ精神を養うため、各種スポーツ大会を支

援します。また、スポーツを通じて交流を図ることで、中学校へのス

ムーズな移行を図るため、小学校 6 年生を対象とした陸上競技大会な

どを実施します。 

③ 体力・運動能力調査の結果の反映

発達段階に応じた体力の向上に向け、体力・運動能力調査の結果を

分析し、児童生徒の体力の状況・課題を把握し、その改善策を各小中

- 12 -



学校の体力アップ作戦に反映させます。 

【主要施策】(2)食育の推進と学校給食の充実  

  児童生徒が「食」の大切さや楽しみを実感し、食生活や食習慣に対

し常に関心を持ち続け、将来にわたって健康に生活していけるよう、

家庭や地域と連携を図りながら食育を推進します。  

① 地元食材の活用

地元食材を積極的に学校給食に活用することで、児童生徒が地域へ

の理解を深め、地域への愛着を培い、自然や農林水産物の大切さを実

感することができるよう地産地消の推進に努めます。  

② 栄養教諭や栄養職員による食育授業の実施

児童生徒の食生活や食習慣の状況を把握し、児童生徒が将来にわた

って健康に生活していけるよう、「食」の大切さや栄養バランスの重

要性など、栄養教諭や栄養職員による食育指導を実施します。  

③ 家庭・地域への啓発

「給食だより」、「食育通信」、「学校ホームページ」等で、望ましい

食事の取り方、食事のマナーや地元食材を使った給食メニュー等を紹

介することで、家庭や地域における食育の推進を図ります。 

【主要施策】(3)防災教育の推進  

  児童生徒が災害時における危険を認識し、的確な判断の下に、自ら

の安全を確保するとともに、進んで他の人々や集団、地域の安全に役

立つ行動がとれるよう防災教育を推進します。  

① 各教科等における防災教育の推進

学習指導要領等における防災教育に関連する指導内容を整理し、課
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外指導等も含め、各教科等の学習を相互に関連付けるなどして、教育

活動全体を通じて防災教育を進めます。 

② 避難訓練の実施

学校等の立地条件や校舎の構造等に十分考慮し、火災、地震、津波

など多様な災害を想定した避難訓練を実施します。その際、事前・事

後の指導を十分に行い、訓練の効果が高まるよう努めます。 
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基本方針４ 教育環境の整備 

   

児童生徒がよりよい教育環境の中で安全に安心して学校に通学し、

過ごすことができるよう、教育環境の整備や支援を推進します。  

 

 

【主要施策】(1)小学校の適正規模・適正配置の検討  

 

  学校の小規模化などの課題に対応し、地域の実情に応じた教育環境

の改善を図るため、小学校の適正規模・適正配置について検討を行い

ます。  

 

 

①  小学校の適正規模・適正配置の検討  

小学校の教育環境の現状について、保護者・地域、教育委員会とが

情報を共有し、意見交換などを行いながら、小学校の適正規模・適正

配置に関し検討を行います。  

また、その検討を進めていくに当たり、必要がある場合には、学識経験者

等を構成員とする教育委員会の諮問機関の設置など、多様な意見を伺うため

の方策を講じます。  

 

 

 

【主要施策】(2)安全・安心な施設の整備  

 

  児童生徒が安全で充実した学校生活を送ることができるよう、学校

施設や教材教具などの整備に努めます。  

 

 

①  学校施設の整備  

学校施設は児童生徒の学習・生活の場であることから、安全・安心

な教育環境を整備するため、施設の長寿命化を含め施設の適切な維持

管理や老朽施設等の改善に努めます。 

 

 

②  教材教具の整備  

学校での教育活動を充実するため、教材教具の整備を図ります。  
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《基本目標Ⅱ》 地域全体で取り組む

教育力の向上  

 

基本方針１ 家庭の教育力の向上 

   

家庭教育の担い手である保護者が自信をもって子どもの教育に臨む

ことができるよう、家庭の教育力の向上に向けた支援を行います。  

 

 

【主要施策】(1)保護者への学習支援  

 

  不安や悩みをもつ孤立しがちな保護者、仕事などで学習機会に参加

できない保護者など、多様な状況にある保護者に対し、きめ細かな支

援を行います。家庭教育に関する様々な学習機会の提供、情報の提供、

相談・助言の体制づくりなどにより、すべての保護者への学習支援を

行います。  

 

 

①  家庭の教育力を高めるための講座等の実施  

    保護者を対象に、家庭の教育力を高めるためのセミナーを実施する

ほか、就学時検診や入学説明会、保護者会、参観日など、より多くの

保護者が集まる様々な機会を活用し、学習機会や情報の提供等を行い

ます。  

 

 

 

【主要施策】(2)保護者を支える連携・協力体制づくり  

 

  子育てに関係する機関が連携・協力体制を構築し、保護者へのきめ

細かな支援を行います。  

 

 

①  保護者支援のための連携・協力体制づくり  
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    学校、PTA 関係者、教育行政関係者だけでなく、児童相談所、保健・

福祉関係行政、子育て支援団体等が連携・協力する体制づくりを行い、

すべての保護者を支援します。  
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基本方針２ 地域の教育力の向上 

   

地域における人とのつながりの希薄化が指摘される今日の社会にお

いて、だれもが青少年の教育に参加できるような仕組みを地域に築き、

地域の教育力向上を目指します。  

 

 

【主要施策】(1)青少年健全育成の体制づくり  

 

青少年が地域の中で心豊かで健やかに育つための体制を整備すると

ともに、地域で行う学習・スポーツ・文化・交流活動を支援します。  

 

 

①  青少年健全育成のための体制整備  

    学校、公民館、体育協会や文化協会をはじめとした社会教育関係団

体などと連携・協力しながら、地域社会全体で心身ともに健全な青少

年を育成します。  

 

 

②  社会教育関係団体への支援  

    青少年を対象とする体育協会や文化協会などの社会教育関係団体の

組織基盤を強化するとともに、自主活動を促進するための支援を行い

ます。  

 

 

 

【主要施策】(2)青少年への交流機会の提供  

 

  青少年が、社会の一員であることを自覚し、他者との相互理解を深

め、学校、地域、職場等で自主的に活動するための交流機会の提供に

努めます。  

 

 

①  多様な体験活動の実施  

    通学合宿、自然体験活動などを実施し、青少年の自立心と協調性を
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育成します。  

 

 

 

【主要施策】(3)地域活動を支える指導者の育成  

 

  地域活動への参加意識の高揚と地域活動組織の強化を図るため、必

要な指導や助言を行うとともに、地域活動において大きな役割を果た

す指導者を育成します。  

 

 

①  指導者に対する研修の実施及び支援  

    青少年の指導者として活躍している人や、指導者になろうとする人

を対象に研修会を開催するなど、スキルアップのための支援を行いま

す。  
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基本方針３ 学校・家庭・地域の連携 

  

学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚しながら、相互に

連携できる仕組みを構築し、社会全体の教育力を高めます。  

 

 

【主要施策】(1)地域とともにある学校づくりの推進  

 

家庭や地域住民の積極的な参画を促しながら、学校・家庭・地域の

連携・協力体制を構築し、地域が一体となって児童生徒を育む活動を

推進します。  

 

 

①  学校における生徒指導に対する地域連携の強化  

    児童生徒の問題行動等に係る実態を把握し、保護者や地域、児童相

談所や警察等の関係機関との連絡調整も踏まえ、学校とともに対応策

を多角的に検討するなど、適切な支援に努めます。  

 

 

②  学校と地域との連携の強化・促進  

    学校と地域をつなぐコーディネーターを配置し、スムーズな連携、

効果的な取組を促進します。  

 

 

③  保護者と地域に向けた積極的な学校情報の公開  

    学校公開、土曜授業、PTA 総会、保護者懇談会 (地区懇談会 )等を通じ

て、家庭と地域から意見を伺う一方、学校から家庭と地域に対し情報

提供を行うなどして課題を共有し、地域と共にある学校づくりを推進

します。  
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《基本目標Ⅲ》 生涯学習の推進  

 

基本方針１ 学習機会の充実 

   

  生涯にわたって、いつでも、どこでも学びたいという多様な市民の

学習ニーズに対応するとともに、利便性の向上を図り、生涯学習活動

を促進します。  

 

 

【主要施策】(1)公民館の充実  

 

  市民のニーズや活動内容を踏まえ、地域の実情に応じた施設の整備

に努め、誰もが自主的に学び、活動できるよう、多様なニーズに対応

した生涯学習の機会を提供します。  

 

 

①  公民館における生涯学習の充実  

     地域住民の学習、文化、スポーツ活動を支える生涯学習の拠点施

設である公民館においては、地域住民のニーズに応じた各種講座を

開催することにより、地域固有の歴史・自然・文化等の学習拠点、

地域住民の交流・活動拠点としての機能を充実します。 

数値目標  

内  容  
実績値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

地域コミュニティ

団体数  
27 団体  35 団体  

地域コミュニティ

参加者数  
8,511 人  10,000 人  
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【主要施策】(2)図書館の充実  

  図書館の活用を通して、市民が教養を高め、様々な情報を得て主体

的に行動し、心豊かな生活ができるよう、図書館サービスの向上に努

めます。  

① 図書館サービスの充実

  市民ニーズや社会情勢に対応できるよう、図書館資料として図書

のほか、雑誌・新聞記事、パンフレット等、多様な資料や情報を提

供するとともに、地域の団体・機関と連携して講座・セミナー等を

行い、市民にとって身近で利用しやすい「知の情報拠点」としての

機能を充実します。 

数値目標  

内  容  
実績値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

図書貸出冊数  98,315 冊  103,000 冊  

② 子ども読書活動の推進

  「輪島市子ども読書活動推進計画」に基づき、子ども一人一人が

より本に親しみ、自ら読書を楽しむことのできる環境づくりを進め

ます。  
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基本方針２ スポーツの推進 

   

  市民が、それぞれのライフスタイルや年齢、体力などに応じて、い

つでも気軽にスポーツに親しむことができるような環境を整備し、多

様なスポーツ機会の提供を推進します。  

 

 

【主要施策】(1)スポーツ環境の整備  

 

  地域のスポーツ活動を活性化させるため、その受け皿となる総合型

地域スポーツクラブや体育協会などのスポーツ関係団体を育成・支援

するとともに、その基盤となるスポーツ指導者の発掘・育成に努めま

す。  

 

 

①  スポーツ関係団体との連携及び支援  

     総合型地域スポーツクラブ、体育協会やスポーツ少年団などスポ

ーツ関係団体が行う各種大会や教室開催など幅広い活動を支援する

とともに、市と関係団体が連携を行い、様々なスポーツニーズへの

対応を図ります。 

 

 

②  スポーツ指導者の発掘・育成  

     スポーツ関係団体と連携して、研修会・講習会等を開催し、高度

な専門知識と実践的力を持ち合わせた指導者の発掘・育成に努めま

す。  

 

 

 

【主要施策】(2)スポーツ施設の充実  

 

  市民の誰もが、いつでも気軽にスポーツに親しむことができるスポ

ーツ施設の充実を図ります。  
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①  スポーツ施設の整備  

     既存施設の状況や市民のスポーツニーズを踏まえ、気軽に安心し

て利用できるスポーツ施設の整備に努めます。  

 

 

②  スポーツ施設の有効活用  

     スポーツ関係団体や指定管理者などと連携し、各種スポーツ施設

の利用率向上に努めるとともに、学校体育施設の有効活用により地

域や職域におけるニーズへの対応を図ります。  

数値目標  

内容  
実績値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

体育施設利用人数  234,409 人  239,000 人  
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《基本目標Ⅳ》 文化芸術活動の推進

基本方針１ 文化芸術による人づくり 

  市民一人一人が充実した生活を実現するために、文化団体との連携

を図りながら文化芸術に触れる機会を充実するとともに、文化芸術を

通じた交流や伝統文化の後継者育成などを推進し、文化芸術活動を生

かした人づくりに取り組みます。  

【主要施策】(1)文化芸術に触れる機会の充実  

インターネットやテレビなどの普及により、文化芸術に直接触れる

機会が減少していることから、文化芸術への興味・関心をより高める

ため、文化芸術の魅力に触れる機会を充実します。  

① 鑑賞や発表の機会の充実

  市民の多様なニーズに応じて、文化芸術に関する多彩なジャンル

の公演を開催するなど鑑賞機会の提供に努めるとともに、文化団体

との連携を図りながら発表の機会を創出するなど文化芸術に触れる

機会を充実します。 

数値目標  

内容  
実績値  

(平成 26 年度 ) 

実績値  

(平成 32 年度 ) 

文化会館の入館者

数  
56,353 人  65,000 人  

石川県輪島漆芸美

術館の入館者数  
28,225 人  40,000 人  

もんぜん文化村の

入館者数  
2,752 人  5,000 人  

- 25 -



【主要施策】(2)文化芸術活動を生かした人づくり  

 

  生活に潤いと生きがいを創出する多様な文化芸術活動が根付くよう、

文化芸術を通じた交流や文化団体が自ら企画・運営する文化芸術活動

を支援し、文化芸術活動を生かした人づくりを推進します。  

  また、地域の歴史や風土に深い関係がある郷土の伝統文化の後継者

の育成に取り組みます。  

 

 

①  文化芸術を通じた交流の支援  

     本市文化協会と八尾町文化協会 (本市文化協会と姉妹協会盟約締

結 )との交流など文化芸術を通じた様々な交流を支援します。  

 

 

②  自立した文化芸術活動の支援  

     自ら企画し運営することによって達成感が生まれ、次の活動につ

ながることから、文化団体が自ら企画・運営する文化活動を支援し

ます。  

 

 

③  郷土の伝統文化の後継者育成  

     地域の歴史や風土により培われた「輪島まだら」「門前とどろ」な

どの郷土の伝統文化の継承活動を支援し、後継者の育成に取り組み

ます。  
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基本方針２ 文化芸術の基礎づくり 

   

文化団体と連携しながら、市民の鑑賞、発表、創作、交流など文化

芸術活動の拠点施設である文化会館や石川県輪島漆芸美術館、もんぜ

ん文化村の各施設の充実に努めます。  

 

 

【主要施策】(1)文化拠点施設の充実  

 

  市民のニーズに応じた利用しやすい文化拠点施設となるよう、文化

会館・石川県輪島漆芸美術館・もんぜん文化村の各施設の充実に努め

ます。  

 

 

①  文化会館等の施設の充実  

     市民に多様な芸術文化に触れる機会や活動の場を提供するため、

文化団体と連携を図りながら、様々な個人や団体が文化芸術活動を

行いやすい環境の整備に努めます。 
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《基本目標Ⅴ》 文化財の保護

基本方針１ 文化財の保存・活用

本市には、国指定による文化財 13 点、県指定による文化財 39 点、

市指定による文化財 248 点があり、また、国選定による文化財 2 地区、

国登録による文化財 21 棟があります。  

  また、指定等を受けていない文化財として、「灯 (あか )り舞う半島  

能登  ～熱狂のキリコ祭り～」 (輪島市を含む 3 市 3 町 )が日本遺産に

認定されています。  

これらの先人が築き上げ、守り継がれてきた市民共有の財産である

文化財の適正な保存・活用に努めます。  

【主要施策】(1)文化財の保存  

  文化財の新たな掘り起こしを行うとともに、市民及び文化財保持団

体等の文化財保存意識の高揚を図り、適正な保存に努めます。  

① 文化財の掘り起こし

  市域に所在する文化財の基礎調査を実施し、本市の文化財保護審

議会の意見を聴きながら後世に残すべきものを文化財に指定し、そ

の保存に努めます。 

② 文化財の保存意識の高揚

文化財の上位指定等 (市指定が県指定に、県指定が国指定になるな

ど )を目指し、市民及び文化財保持団体等の文化財の保存意識の高揚

を図ります。
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【主要施策】(2)文化財の活用  

  地域固有の財産である文化財に触れる機会を提供し、郷土愛の醸成

を図ります。  

① 郷土愛の醸成

  文化財の見学会の開催や広報誌での掲載のほか、発掘調査で出土

した埋蔵文化財を整理するとともに展示することにより、文化財に

触れる機会を提供し、市民に文化財の歴史や価値を伝え、郷土愛の

醸成を図ります。 
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